
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
の
四
た
だ
し
書
、
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書

及
び
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
七
条
の
二
、
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第

四
十
七
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、「
、「
出
版
権
者
」
を「「
出
版
権
者
」
と
、
同
条
第
一
項

た
だ
し
書
中
「
著
作
権
を
」
と
あ
る
の
は
「
出
版
権
を
」
と
、「
著
作
権
の
」
と
あ
る
の
は
「
出
版
権
の
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三

項
後
段
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十

七
条
の
二
本
文
（
同
条
第
二
号
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
）、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
、

第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
七
条
の
五

第
一
項
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製

物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
著
作
物
の
公
衆
へ
の
提
示
を
行
つ
た
者

二

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い

て
、
当
該
著
作
物
に
表
現
さ
れ
た
思
想
又
は
感
情
を
自
ら
享
受
し
又
は
他
人
に
享
受
さ
せ
る
目
的
の
た
め
に
、
い

ず
れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
著
作
物
を
利
用
し
た
者

三

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た

め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い
て
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
か

を
問
わ
ず
、
当
該
著
作
物
を
利
用
し
た
者

第
八
十
六
条
第
三
項
前
段
中
「
第
三
十
条
の
三
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
の
四
」
を
加
え
、「
第
三
十
五
条
第
二
項
」

を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
四
十
六
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、「
並

び
に
第
四
十
七
条
の
六
」
を
「
、
第
四
十
七
条
の
四
並
び
に
第
四
十
七
条
の
五
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
第
三
十
条

の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、「
第
三
十
条
の
三
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
の
四
た

だ
し
書
」
を
加
え
、「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、「
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第

四
十
七
条
の
二
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
、
第

四
十
七
条
の
二
、
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
た
だ

し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、「
第
四
十
七
条
の
六
た
だ
し
書
中
「
著
作
権
」
と
あ
る
の
は
「
出
版
権
」
を
「
同
条

第
一
項
た
だ
し
書
中
「
著
作
権
を
」
と
あ
る
の
は
「
出
版
権
を
」
と
、「
著
作
権
の
」
と
あ
る
の
は
「
出
版
権
の
」
に
改

め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
の
四
」
を
「
第
四
十
三
条
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十

七
条
の
二
ま
で
、」に
、「
か
ら
第
四
十
七
条
の
九
ま
で
」
を
「
並
び
に
第
四
十
七
条
の
五
」
に
、「
第
四
十
七
条
の
十
」
を

「
第
四
十
七
条
の
七
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
四
十
二
条
」
を
「
、
第
四
十
二
条
若
し
く
は
第
四
十

七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
一
号
中
「
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
又
は
第
四

十
七
条
の
六
」
を
「
、
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
」

に
、「
を
公
衆
に
提
示
し
た
」
を
「
の
公
衆
へ
の
提
示
を
行
つ
た
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
三

号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
実
演
等
の
複
製
物
を
用
い

て
、
当
該
実
演
等
を
自
ら
享
受
し
又
は
他
人
に
享
受
さ
せ
る
目
的
の
た
め
に
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ

ず
、
当
該
実
演
等
を
利
用
し
た
者

第
百
二
条
第
九
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
条
の
四
、
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
四
十
七
条
の
七
又
は
第
四
十
七
条
の
九
」
を「
第
四
十
七
条
の
四
又
は
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
」に
改
め
、「
用

い
て
」
の
下
に
「
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、」を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
及
び

第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
を
公
衆
に
提
示
し
た
」
を
「
の
公
衆
へ
の
提
示
を
行
つ
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
五
号
と
す
る
。

第
五
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

著
作
権
等
の
制
限
に
よ
る
利
用
に
係
る
補
償
金

第
五
章
中
第
百
四
条
の
二
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節

私
的
録
音
録
画
補
償
金

第
百
四
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）の
補
償
金
（
以
下
こ
の
章
」
を
「
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）

の
補
償
金
（
以
下
こ
の
節
」
に
、「
者
（
以
下
こ
の
章
」
を
「
者
（
次
項
及
び
次
条
第
四
号
」
に
、「
も
の（
以
下
こ
の
章
」

を
「
も
の
（
以
下
こ
の
節
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
以
下
こ
の
章
」
を
「
次
条
第
二
号
イ
及
び
第
百
四
条
の
四
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
こ
の
章
」
を
「
次
条
第
二
号
ロ
及
び
第
百
四
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
の
三
第
四
号
中
「
こ
の
章
」
を
「
こ
の
節
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
の
四
第
一
項
中
「
こ
の
章
」
を
「
こ
の
条
及
び
次
条
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
の
十
中
「
こ
の
章
」
を
「
こ
の
節
」
に
改
め
る
。

第
五
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
二
節

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金

（
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
の
行
使
）

第
百
四
条
の
十
一

第
三
十
五
条
第
二
項
（
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
百
四
条
の
十
三

第
二
項
及
び
第
百
四
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
補
償
金
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
授
業
目
的
公
衆
送

信
補
償
金
」
と
い
う
。）を
受
け
る
権
利
は
、
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
（
次
項
及
び

次
条
第
四
号
に
お
い
て
「
権
利
者
」
と
い
う
。）の
た
め
に
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
つ

て
、
全
国
を
通
じ
て
一
個
に
限
り
そ
の
同
意
を
得
て
文
化
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
指

定
管
理
団
体
」
と
い
う
。）が
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
管
理
団
体
に
よ
つ
て
の
み
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
指
定
管
理
団
体
は
、
権
利
者
の
た
め
に
自
己
の
名
を
も
つ
て
授

業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。

（
指
定
の
基
準
）

第
百
四
条
の
十
二

文
化
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
団
体
で
な
け
れ
ば
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
団
体
を
構
成
員
と
す
る
こ
と
。

イ

第
三
十
五
条
第
一
項（
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
公
衆
送
信
（
第
三
十
五
条
第
三
項
の
公
衆
送
信
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
授
業

目
的
公
衆
送
信
」
と
い
う
。）に
係
る
著
作
物
に
関
し
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
を
構

成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
連
合
体
を
含
む
。）で
あ
つ
て
、
国
内
に
お
い
て
授
業
目
的
公
衆
送
信
に
係
る
著
作
物

に
関
し
同
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
利
益
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ロ

授
業
目
的
公
衆
送
信
に
係
る
実
演
に
関
し
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

権
利
を
有
す
る
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
連
合
体
を
含
む
。）で
あ
つ
て
、
国
内
に
お
い
て
授
業
目
的
公

衆
送
信
に
係
る
実
演
に
関
し
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
利
益
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の

ハ

授
業
目
的
公
衆
送
信
に
係
る
レ
コ
ー
ド
に
関
し
第
九
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
を
構
成
員

と
す
る
団
体
（
そ
の
連
合
体
を
含
む
。）で
あ
つ
て
、
国
内
に
お
い
て
授
業
目
的
公
衆
送
信
に
係
る
レ
コ
ー
ド
に

関
し
同
条
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
利
益
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ニ

授
業
目
的
公
衆
送
信
に
係
る
放
送
に
関
し
第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

権
利
を
有
す
る
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
連
合
体
を
含
む
。）で
あ
つ
て
、
国
内
に
お
い
て
授
業
目
的
公

衆
送
信
に
係
る
放
送
に
関
し
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
利
益
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の

ホ

授
業
目
的
公
衆
送
信
に
係
る
有
線
放
送
に
関
し
第
百
条
の
三
及
び
第
百
条
の
四
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る

者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
連
合
体
を
含
む
。）で
あ
つ
て
、
国
内
に
お
い
て
授
業
目
的
公
衆
送
信
に
係
る

有
線
放
送
に
関
し
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
利
益
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
。

ロ

そ
の
構
成
員
が
任
意
に
加
入
し
、
又
は
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ

そ
の
構
成
員
の
議
決
権
及
び
選
挙
権
が
平
等
で
あ
る
こ
と
。

四

権
利
者
の
た
め
に
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
業
務
（
第
百
四
条
の
十
五
第
一
項

の
事
業
に
係
る
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
補
償
金
関
係
業
務
」
と
い
う
。）を
的
確
に
遂
行
す
る
に

足
り
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
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